
ボーナスカット共同本人訴訟（Ⅰ）で、非違行為を  

注意指導したとする管理者の氏名が明らかになる！！

ボーナスカット共同本人訴訟（Ⅰ）で会社側は、原告４名が平成２６年４月１日から同年９月３

０日までの調査期間内に発生させたという非違行為を注意指導したとする管理者の氏名を４月２

８日付け準備書面で明らかにしました。

会社側は、昨年の８月２１日付け準備書面において、各原告が発生させたという非違行為の事象

として日時、場所、列車番号、編成番号等を主張し管理者の氏名は明らかにしていませんでしたが、

第４回の口頭弁論で裁判官から氏名を明らかにするように指示されていました。

以下、大仕両分会組合員である原告の島津 力さん、渡邊 幹夫さんに非違行為があったとし注

意指導したとする管理者の氏名です。

（島津さんの２４事象）                  （渡邊さんの１７事象）

事象№ 管理者 事象№ 管理者 事象№ 管理者

№１ 平野 光彦 №１８ 横田 浩平 №１ 前北 昭彦

№２ 横田 浩平 №１９ 丹藤 裕一 №２ 片山 康一

№３ 丹藤 裕一 №２０ 丹藤 裕一 №３ 丹藤 裕一

№４ 前北 昭彦 №２１ 丹藤 裕一 №４ 坊農 勝彦

№５ 前北 昭彦 №２２ 芝原 道治 №５ 横田 浩平

№６ 平野 光彦 №２３ 吉見 親史 №６ 横田 浩平

№７ 横田 浩平 №２４ 横田 浩平 №７ 丹藤 裕一

№８ 横田 浩平 №８ 丹藤 裕一

№９ 横田 浩平 №９ 丹藤 裕一

№１０ 横田 浩平 №１０ 丹藤 裕一

№１１ 横田 浩平 №１１ 丹藤 裕一

№１２ 横田 浩平 №１２ 丹藤 裕一

№１３ 横田 浩平 №１３ 横田 浩平

№１４ 松本 敏彦 №１４ 丹藤 裕一

№１５ 横田 浩平 №１５ 丹藤 裕一

№１６ 坊農 勝彦 №１６ 横田 浩平

№１７ 丹藤 裕一 №１７ 丹藤 裕一

次回は事象の内容を明らかにします。
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